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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
出
張
申
請
を

                             

図
書
館
で
行
い
ま
す

　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
身
分
証
や
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
、
コ

ン
ビ
ニ
で
住
民
票
等
を
取
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
２
月
末
ま
で
に

申
請
す
る
と
、
お
買
い
物
な
ど
に
使
え
る
最
大
２
万
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請
が
ま
だ
の
方
は
こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

・
２
月
３
日
（
金
）
午
前
10
時
～
12
時

　
　
　
　

・
２
月
10
日
（
金
）
午
前
10
時
～
12
時

▽
場
所　

基
山
町
立
図
書
館

※
事
前
申
込
み
は
不
要
で
す
。

　

特
に
必
要
書
類
等
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
二
次
元
コ
ー
ド
付
き
の
交

付
申
請
書
」
が
あ
れ
ば
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
お
手
伝
い
は
、
総
務
省
よ
り
委
託
を
受
け
た
通
信
業
者
が
行

い
ま
す
。

　
問 

企
画
政
策
課　

広
報
・
情
報
管
理
係　

☎
（
９
２
）

2
1

8
8

基
山
町
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
届
出
事
務
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　　

基
山
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
４
月
23
日
執
行
予
定
の
基
山
町
議
会
議
員
選

挙
に
立
候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
々
を
対
象
に
、
次
の
と
お
り
立
候
補
届
出
事

務
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

２
月
27
日
（
月
）
午
後
２
時
か
ら

▽
場
所　

基
山
町
役
場 

４
階
大
会
議
室

　
　
　
　

※
会
場
の
都
合
に
よ
り
、
出
席
者
は
立
候
補
予
定
者
１
名
に
つ
き
、

　
　
　
　
　

 

３
名
ま
で
と
し
ま
す
。

▽
内
容　

立
候
補
手
続
き
、
選
挙
運
動
、
収
支
報
告
、
公
費
負
担
等

問 

基
山
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
総
務
課
内
）

　

☎
（
９
２
）

7
9

1
5

新
し
い
職
員
を
紹
介
し
ま
す
！

基
山
町
新
規
採
用
職
員
等
の
紹
介

　　

町
で
は
、
１
月
１
日
付
け
で
職
員
の
採
用
を
行
い
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
町
民
の
み
な
さ
ま
と
公
務
を
通
じ
て
お
会
い
す
る
機
会
が
多
く
な
り

ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
新
規
採
用
職
員
】

▽
定
住
促
進
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

▽
福
祉
課　

プ
ラ
チ
ナ
社
会
政
策
室

　

定
住
促
進
係
/
地
域
公
共
交
通
係　
　
　

   

プ
ラ
チ
ナ
社
会
政
策
係

問 

総
務
課　

行
政
係　

☎
（
９
２
）

7
9

1
5

渡邉 一輝

松下 真子

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　　

町
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
さ
れ
た
方
に
、
カ
ー
ド

の
準
備
が
出
来
次
第
、
受
け
取
り
の
ご
案
内
は
が
き
を
送
付
し
て
お
り

ま
す
。

　

は
が
き
が
届
い
た
方
で
、
ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け
取
り
に
来
ら
れ
て
い

な
い
方
は
住
民
課
（
役
場
1
階
）
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
問 

住
民
課　

住
民
係　

☎
（
９
２
）

7
9

3
2

有
料
広
告



13 R5. 2.１

　　町からのお知らせ町からのお知らせ

第
４
回
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

令
和
５
年
2
月
15
日
（
水
）

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

　

地
震
・
津
波
・
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、
次
の
と
お

り
情
報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す
。
こ
の
試
験
は
、
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊ 

―
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
試
験
で
、
基
山
町
以
外

の
地
域
で
も
、
試
験
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

基
山
町
で
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ 

―
ア
ラ
ー
ト
）

か
ら
送
ら
れ
て
く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
、
町
民
の
皆
様
へ
お

伝
え
す
る
た
め
に
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送
に
よ
る
情
報
伝
達
試

験
を
実
施
し
ま
す
。
試
験
放
送
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
Ｊ 

―
ア
ラ
ー
ト
と
は

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
国
か
ら
送
ら
れ
て
く

る
緊
急
情
報
を
、
人
工
衛
星
な
ど
を
活
用
し
て
、
瞬
時
に
地
方
公

共
団
体
及
び
住
民
に
伝
達
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

▽
試
験
実
施
日
時

　

２
月
15
日
（
水
）
午
前
11
時
頃

▽
試
験
放
送
内
容

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
、
左
記
の
内
容
が
一
斉
放
送

さ
れ
ま
す
。

　　

❶ 

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

　

❷ 「
こ
れ
は
、Ｊ 

―
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」

　
　

※
３
回
繰
り
返
す

　

❸ 「
こ
ち
ら
は
基
山
町
で
す
。」

　

❹ 

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

問 

総
務
課　

防
災
係　

☎
（
９
２
）
７
９
１
５

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
通
知
の

                              

送
付
に
つ
い
て

　　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者

の
方
へ
、
毎
年
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
通
知
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
令
和
４
年
度
の
通
知
の
郵
送
時
期
と
、
記
載

の
対
象
と
な
る
診
療
月
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　　

確
定
申
告
等
の
医
療
費
控
除
の
手
続
き
を
す
る
際
は
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書
【
内
訳
書
】
に
記
入
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
が
、
こ
の
お
知
ら
せ
を
添
付
す
る
こ
と
で
、
明

細
書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

問 

福
祉
課　

保
険
年
金
係　

☎
（
９
２
）
７
９
３
４

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

　

☎
０
９
５
２
（
６
４
）
８
４
７
６

３
回
目

２
回
目

１
回
目

通
知

令
和
５
年
３
月
初
旬

（
令
和
４
年
11
月

　
　
　

～
12
月
診
療
分
）

令
和
５
年
２
月
初
旬

（
令
和
４
年
５
月

　
　
　

～
10
月
診
療
分
）

令
和
４
年
８
月
初
旬

（
令
和
４
年
１
月

　
　
　

～
４
月
診
療
分
）

国
民
健
康
保
険

令
和
５
年
２
月
下
旬

（
令
和
４
年
９
月

　
　
　

～
12
月
診
療
分
）

令
和
４
年
11
月
下
旬

（
令
和
４
年
１
月

　
　
　

～
８
月
診
療
分
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替

　
　
　

に
よ
る
納
付
が
便
利
で
す

　　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座
振
替
が
利
用
で

き
ま
す
。
口
座
振
替
な
ら
、
ご
希
望
の
口
座
か
ら
自
動
的

に
引
き
落
と
さ
れ
、
納
付
の
た
び
に
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
必
要
が
な
く
大
変
便
利
で
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
は
、
通
常
は
翌
月
末
振
替
で
す
が
、

当
月
分
保
険
料
を
当
月
末
に
振
替
納
付
を
す
る
こ
と
で

月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早
割
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

納
付
書
又
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印
を

持
参
の
上
、
ご
希
望
の
金
融
機
関
又
は
佐
賀
年
金
事
務

所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
期
限

　
【
月
々
支
払
う
場
合
】　

い
つ
で
も
申
込
み
可
能
（
口
座
振
替
で
の
納
付
は
申
込

み
の
２
～
３
か
月
後
か
ら
開
始
）

　
【
前
納
の
場
合
】　

・
６
か
月
（
４
月
～
９
月
）、
１
年
、
２
年
の
前
納

　

→
２
月
末
日
ま
で
（
納
付
日
は
４
月
末
日
）

・
６
か
月
（
10
月
～
翌
年
３
月
）
の
前
納

　

→
８
月
末
日
ま
で
（
納
付
日
は
10
月
末
日
）

※
納
付
書
（
現
金
）
に
よ
る
前
納
よ
り
も
割
引
額
が
高
く
、

大
変
お
得
で
す
。

　
問 

佐
賀
年
金
事
務
所　

☎
０
９
５
２)

3
1(

４
１
９
１

　

  

福
祉
課　

保
険
年
金
係　

☎
（
９
２
）
７
９
３
４ 


